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発注番号  
開札日 令和５年６月２９日 

案件名称 寺川ポンプ場改築工事 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

１ 技術者および現場代理人について、製作期間

と施工期間で別の者を定めてもよろしいで

しょうか。 
また、製作期間中については、技術者および

現場代理人は当現場に専任ではなく他工事

と兼任でもよろしいでしょうか。 

技術者について 
・工事を適正に管理するため、契約工期の間、同

一の技術者を配置してください。 
ただし、製作のみが行われている期間については

専任を要しません。専任を要しない期間について

は、受注後発注者と協議してください。 
・工事を全面的に一時中止している期間を除き、

製作期間中であっても、他工事との兼任は認めら

れません。 
 
現場代理人について 
・工事を適正に管理するため、契約工期の間、同

一の現場代理人を配置してください。 
・予定価格が1,000万円以上のため、他工事との

兼任はできません。  

 

以下余白 


